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会　長　宮 前　昭 夫

　わたしたちが暮らすかほく市は、人口が横ばいで推移している中での少子化に

より相対的に高齢化が進み、高齢者世帯、一人世帯が増加し、介護を必要とする

人、障害のある人が増加してきています。

　また、  地域の課題を「住民座談会」や「アンケート」で拾い上げましたところ、

「ご近所づきあいの希薄化」「地域行事への参加の減少」「助けを必要としている

人への支援」があらためて浮かび上がってきました。

　わたしたち地域に暮らすすべての人が、いつまでも住み慣れたまちで安心して

暮らせる地域社会づくりは、行政や専門機関がわたしたちの生活を支える「公助」

の上に、わたしたち自らや家族による「自助」と、わたしたちが隣近所や地域で

支えあう「共助」により、わたしたち自身の手で作り上げねばなりません。

　本地域福祉活動計画では、この「地域社会で支援を求めている者に住民が気づ

き、住民相互で支援活動を行う等地域住民のつながりを再構築し、支え合う体制

を実現するための取り組み」を示しました。

　計画の策定にあたっては、作業部会と15名の委員により策定委員会を組織し、

審議していただきました。

　この計画は平成30年度までの５年間を計画期間とした第１次計画であり、かほ

く市で定めた地域福祉画や、各種計画と連携を図りながら地域福祉の向上に努め

てまいりたいと存じます。

　今後、この計画を、かほく市社会福祉協議会が地域福祉活動を進める指針・実

践目標として、積極的に事業展開していきたいと存じます。

　本計画の策定に多大なる尽力を賜りました策定委員会委員の皆様をはじめ、貴

重なご意見をお寄せいただいた市民の皆様に心より感謝申し上げますとともに、

本計画推進へのご支援・ご協力をお願い申し上げまして、ご挨拶といたします。

　平成26年３月
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2
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「地域福祉活動計画」策定の根拠　　●地域福祉活動計画策定指針【抜粋】

　かほく市に暮らす私たち住民が、地域で安心して暮らしていくためには、住民一人ひと

りが地域のさまざまな福祉課題に気づき、その課題が自分にも起こりえることとして関心

を持ち、その解決に向けて住民同士が「つながり」、地域全体で「助けあい」「支えあう」

ための活動をしていかなくてはなりません。この住民による住民のための住民参加型のま

ちづくりを目指す具体的な取り組みを示したものが「かほく市地域福祉活動計画」です。

　住民参加型のまちづくりを進めるには、地域住民と民生委員児童委員、福祉団体やボラ

ンティア、福祉サービス事業者、社会福祉協議会などがお互いに協力して、活動・行動し

ていくことが重要となります。 

地域福祉活動計画とは１

　「地域福祉活動計画」は、「地域福祉活動計画策定指針 - 地域福祉計画策定推進と地域福祉活
動計画 -」（全国社会福祉協議会、平成15年11月）によって、次のとおり定義されています。

2　地域福祉活動計画とは何か

（１）地域福祉活動計画の定義
　地域福祉活動計画とは、「社会福祉協議会が呼びかけて、住民、地域において社会福祉
に関する活動を行う者、社会福祉を目的とする事業（福祉サービス）を経営する者が相互
協力して策定する地域福祉の推進を目的とした民間の活動・行動計画」である。

　（以下、省略）

私たちでつなげる支えあいのまちづくり



3

地域福祉活動計画の策定にあたって

　地域福祉活動計画は、計画期間を平成26年度から平成30年度までの５年間としますが、

社会状況の変化に対応するため、必要に応じて内容を見直すこともあります。

※「かほく市地域福祉活動計画」とかほく市が策定した「かほく市地域福祉計画」は、お互いに協力、
連携しあう関係にあります。

地域福祉活動計画の期間2

地域福祉活動計画の策定期間

かほく市地域福祉活動計画

平成
24年度

平成
25年度

平成
26年度

平成
27年度

平成
28年度

平成
29年度

平成
30年度

平成
31年度

かほく市地域福祉活動計画
（平成26 ～ 30年度）

かほく市地域福祉計画
（平成24 ～ 29年度）
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　社会福祉法人かほく市社会福祉協議会は、社会福祉法第109条に地域福祉を推進する中心

的な団体として明確に位置づけられています。

　地域福祉の推進とは、地域に住む住民の普段の暮らしを守り、また、地域のつながりを

深めることで、住民一人ひとりがより充実した生活を送ることを進めていくことです。

　社会福祉協議会は、地域福祉の推進に向けて、地域住民をはじめ、民生委員児童委員、

福祉団体、ボランティア、福祉サービス事業者、行政や関係機関と協力しながら、地域住

民が福祉に対する関心を高めて、地域の困りごと解決に向けた地域福祉活動への積極的な

参加を支援しています。

　地域福祉活動計画は、その社会福祉協議会が呼びかけて策定を進めるものとされており、

地域福祉を推進するための重要な計画となります。

かほく市社会福祉協議会の位置づけと
地域福祉活動計画における役割

３

私たちでつなげる支えあいのまちづくり
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地域福祉活動計画の策定にあたって

「社会福祉協議会」の法的根拠　●社会福祉法第109条【抜粋】

「地域福祉の推進」についての法的根拠　●社会福祉法第4条【抜粋】

「社会福祉協議会」は、社会福祉法第109条に次のとおり定められています。

（市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会）
第百九条　市町村社会福祉協議会は、一又は同一都道府県内の二以上の市町村の区域内におい
て次に掲げる事業を行うことにより地域福祉の推進を図ることを目的とする団体であつて、そ
の区域内における社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者
が参加し、かつ、指定都市にあつては（中略）が、指定都市以外の市及び町村にあつてはその
区域内における社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が参加するものとする。

　一　社会福祉を目的とする事業の企画及び実施
　二　社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助
　三　社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成
　四　前三号に掲げる事業のほか、社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために必要
　　　な事業

「地域福祉の推進」は、社会福祉法第4条に次のとおり定められています。

（地域福祉の推進）
第四条　地域住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う
者は、相互に協力し、福祉サービスを必要とする地域住民が地域社会を構成する一員として日
常生活を営み、社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が与えられるように、
地域福祉の推進に努めなければならない。

かほく市地域福祉活動計画
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（１）地域福祉計画とは

　地域福祉計画とは、社会福祉法に基づき、地域における「福祉サービスの適切な利用促進」、

「社会福祉を目的とする事業の健全な発達」、「地域福祉活動への住民参加の促進」を一体的

に定めた行政計画です。

　かほく市でも「かほく市地域福祉計画」が策定されました。地域福祉計画は、「かほく市

総合計画」に示す個別計画をはじめとする各種計画に基づく施策に、「住民参加 ･ 連携 ･ 交流」

の分野の事業展開を図り、地域において総合的に各計画・事業を推進するための理念を示し、

住民一人ひとりによる支えあいと助けあいを高めるための行政計画としています。

地域福祉活動計画と地域福祉計画の関係４

「地域福祉計画」策定の根拠　●社会福祉法第107条【抜粋】

「地域福祉計画」は、社会福祉法第107条に次のとおり定められています。

（市町村地域福祉計画）
第百七条　市町村は、地域福祉の推進に関する事項として次に掲げる事項を一体的に定める計
画 ( 以下「市町村地域福祉計画」という。) を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、
住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者その他社会福祉に関する活動を行う者の意見を
反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるとともに、その内容を公表するよう努めるも
のとする。
　一　地域における福祉サービスの適切な利用の推進に関する事項
　二　地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達に関する事項
　三　地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関する事項

私たちでつなげる支えあいのまちづくり
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地域福祉活動計画の策定にあたって

（２）地域福祉計画との関係

　地域福祉活動計画は、地域住民や民生委員児童委員、福祉団体、ボランティア、福祉サー

ビス事業者、社会福祉協議会などが一体となって連携を図りながら、地域福祉計画が掲げ

る取り組みの具体的な活動・行動をすすめるための住民参加型の計画です。

　地域福祉活動計画と地域福祉計画は、どちらも地域の住民を主役として地域福祉の推進

を目指すものです。生活課題などの情報を共有し、それぞれの役割を明確にして、お互い

に協力、連携していく関係にあります。

地域福祉活動計画と地域福祉計画の関係

かほく市地域福祉活動計画

地域福祉の推進
～住民による住民のための住民参加型のまちづくり～

施策面から支援

地域福祉計画

住民が地域活動に参加

地域福祉活動計画

協力・連携

公民の協力・連携による計画

・民間活動の基盤整備

住民､ 関係者など民間相互の協働
による計画

・住民参加型の活動への取組み

協 

働
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（１）かほく市の人口・世帯数の動き

　かほく市の人口は、ほぼ横ばいで大きな変化はありません。

　一方、かほく市の世帯数は徐々に増えてきています。国勢調査によると、家族の人数（一

世帯あたり人員）は、昭和55年は4.19人でしたが、平成22年には3.13人と約１人減ってい

ます。

かほく市の現状１

人口と世帯、１世帯あたり人員の推移
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昭和55年　 昭和60年　  平成２年　  平成７年　  平成12年　  平成17年　  平成22年

人口 世帯数 一世帯あたり人員

資料：国勢調査（各年10月1日）

（人・世帯） （人）

4.19 4.11
3.96

3.77
3.53

3.31
3.13

34,106 34,628 34,207 34,722 34,670 34,847 34,651

8,134 8,417 8,642
9,218 9,820 10,536 11,084

私たちでつなげる支えあいのまちづくり
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地域住民を取り巻く現状と課題

（２）年齢別の人口の動き

　かほく市の人口を年齢別にみると、０歳から14歳までの子どもの人口（年少人口）と15

歳から64歳までの人口（生産年齢人口）が減ってきています。一方、65歳以上の高齢者の

人口（老年人口）が増えてきています。

　　子どもの人口と高齢者の人口を比べると、平成７年の国勢調査で高齢者の人口が子ど

もの人口を上回りました。

　　かほく市でも少子高齢化が進んでいる状況にあります。

年齢別の人口構成の推移
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15,000
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35,000

40,000

昭和55年　 　 昭和60年　  　平成２年　    平成７年　  　 平成12年　    平成17年　  　平成22年

15歳未満 15歳～64歳 65歳以上

資料：国勢調査（各年10月1日）

（人）

34,106 34,628 34,207 34,722 34,670 34,847 34,651

8,669 7,707 6,051 5,500 5,455 5,381 5,091

22,024 22,665 23,178 23,416 22,684 22,120 21,084

3,413 4,256 4,978 5,806 6,529 7,345 8,459

かほく市地域福祉活動計画
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２Chapter●

（３）世帯の構成の動き

　かほく市では、核家族やひとり暮らしの単独世帯、ひとり親世帯が年々増えてきています。

一方で祖父母と親、子で構成する三世代世帯が減ってきています。

世帯構成の推移

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

昭和60年　　　　 平成２年　    　　平成７年　  　 　平成12年　    　 平成17年　  　　平成22年

世帯数

資料：国勢調査（各年10月1日）

核家族 三世代 単独 ひとり親

11,084

8,417 8,642
9,218

9,820
10,536

6,349

4,155 4,224
4,746

5,449 5,867

2,083
2,871 2,766 2,671

2,352 2,360

1,998792 954 1,011 1,171
1,664

928387 478 544 651 777

（世帯）

私たちでつなげる支えあいのまちづくり
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地域住民を取り巻く現状と課題

（４）介護を必要としている方の状況

　かほく市内の高齢者の人口に対して、介護が必要と認定された方の割合が徐々に高くな

る傾向にあります。介護を必要とする方の人数自体も増え続けています。

要介護認定者数の推移（第 1 号被保険者※）

平成18年　平成19年　平成20年　平成21年　平成22年　平成23年　平成24年　平成25年

要
介
護
認
定
者

要
介
護
認
定
率
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18.0

17.5

17.0

16.5

16.0

15.5

15.0

14.5

1,600

1,400

1,200

1,000

800

600

400

200

要介護認定者 要介護認定率

資料：かほく市介護予防課（各年９月末日）

※65歳以上の方が第1号被保険者となります。【介護保険法第9条】

15.4

15.7 15.7

15.3

15.6
15.7

16.4
16.5

1,140 1,202 1,235 1,249 1,294 1,306 1,408 1,501

（人） （%）

かほく市地域福祉活動計画
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２Chapter●

（５）障がいのある方の状況

　障がいのある方には、内容や程度に応じて、身体に障がいのある方に交付される手帳（身

体障害者手帳）、知的機能に障がいのある方に交付される手帳（療育手帳）、精神障がいの

状態にある方に交付される手帳（精神障害者保健福祉手帳）といった手帳が交付されます。

　かほく市では、手帳を保持している方が年々増えており、身体障害者手帳を持っている

方が最も多い人数となっています。

障害者手帳保持者の推移
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1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

平成18年　  平成19年　  平成20年　   平成21年　   平成22年　  平成23年　  平成24年　  平成25年

身体障害者手帳 療育手帳 精神障害者保健福祉手帳

資料：かほく市健康福祉課（各年３月末日）

1,324 1,325 1,330 1,354 1,367 1,390 1,397 1,408

201 209 222 216 217 215 223 228
97 108 112 126 147 154 156 1671,622 1,642 1,664 1,696

1,731 1,759 1,776 1,803

（人）

私たちでつなげる支えあいのまちづくり
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地域住民を取り巻く現状と課題

（６）経済的に日常生活が困難な状況にある方の状況

　かほく市内で、経済的な理由で日常生活が困難な状況にある方の中で、生活保護による

公的な支援を受けている方が増えてきています。

　平成23年に生活保護人員、平成24年に生活保護世帯数が最も多くなっています。

生活保護受給世帯数・受給者数の推移

平成18年　  平成19年　  平成20年　   平成21年　   平成22年　  平成23年　  平成24年　  平成25年

資料：かほく市健康福祉課（各年３月末日）
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かほく市地域福祉活動計画
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２Chapter●

　住民座談会での意見交換や「かほく市地域福祉計画」を策定する際の市民アンケートか

らみられた、住民の想いや現状の課題についてまとめました。

（１）住民同士のコミュニケーションの機会が減少　～ご近所づきあいの希薄化～

　①住民座談会での意見から

　「ご近所づきあいであいさつや会話がある」「子どもたちからあいさつがある」といった

意見が多数ありました。

　一方で、「隣近所とのあいさつがない」「隣近所との会話がない」「つきあいが少ない」な

どの反対の意見もありました。

　また、「子どもから高齢者までみんながもっと活発にあいさつを交わせるようになってほ

しい」という想いも聞かれました。

　②『かほく市の「地域福祉計画」づくりの市民アンケート調査』から
（問6、7、9の調査結果より）

　かほく市における『地域での付き合い』は、「付き合いは少ない」「まったく付き合いがない」

と回答した方があわせて36％となっており、約３人に１人が地域での付き合いの希薄化を

感じているという結果となっています。

　しかし、『地域での望ましい付き合い』については、「地域住民みんなで助け合う」「地域

の気の合う仲間で助け合う」ことが望ましいと回答した方があわせて50％となっています。

　かほく市民の半数が、地域での助け合うことが望ましいと考えているものの、『困ったと

きの相談先』は、「近所・町会の人」と回答した方は３％であり、「行政（市役所など）」と

回答した方の７％を下回る結果となっています。

地域住民の想いと現状の課題２

私たちでつなげる支えあいのまちづくり
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地域住民を取り巻く現状と課題

（２）地域行事への参加の減少　～地域での活動～

　①住民座談会での意見から

　地域内での行事や青壮年団、女性会、老人クラブなどの活動はあるものの、次第に参加

者が減ってきているといった意見が多数ありました。そのため、同世代や異なる世代との

交流の機会が少なくなってきたようです。

　同世代はもちろんのことですが、特に異なる世代とのふれあいやつながりを持てる機会

があり、また、そこにみんなが積極的に参加してくれるとよいといった意見がありました。

　②『かほく市の「地域福祉計画」づくりの市民アンケート調査』から
（問11の調査結果より）

　『地域の活動への参加』については、「以前は参加していたが、今は参加していない」「こ

れまで全く参加したことがない」と回答した方が、半数近くの42％という結果となってい

ます。

　地域での行事や活動への参加の機会が減ることで、お互いに知りあう、ふれあう機会が

減ってきているということになります。その結果、お互いの情報がなく、コミュニケーショ

ンがとりづらい環境になってきています。

かほく市地域福祉活動計画
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地域住民を取り巻く現状と課題２Chapter●

（３）地域での助けあい・支えあいを市全体で考える必要性

　　  ～助けを必要としている方への支援～

　①住民座談会での意見から

　買物や通院など、日ごろの生活で自動車での移動は不可欠ですが、高齢になってくると「自

動車の運転への不安」や「運転ができなくなったときの不便」を感じるといった意見があ

りました。また、自動車以外の移動手段では行動範囲も限定されることから、「外出の際手

助けがあるとよい」といった意見もありました。

　子どもたちへの見守り活動に関する意見では、「通学時、パトロールによる防犯の手助け」

があるとよいといった意見も出ていました。

　さらに、障がいのある方や高齢者が、日常の生活や災害が起こった時など、さまざまな

状況で不便や不安を感じるといった意見もありました。

　②『かほく市の「地域福祉計画」づくりの市民アンケート調査』から
（問26、27の調査結果より）

　隣近所にどんな人が生活しているのか、ひとり暮らし高齢者や高齢者世帯、重度の障が

いのある人は、災害時支援が必要な可能性があります。しかし、隣近所で生活しているこ

とを把握しているかとの問いでは、33％が「わからない」と回答しています。また、約４

人に１人の割合となる26％の方が、そういった方への関わりについて「できない」と回答

しています。

　災害はいつ発生するかわかりません。また、大規模災害では公的な支援にも限界があり

ます。災害時、他人だけでなく自分の身を守るためには、日ごろからの隣近所との付き合

いによって、お互いの状況を知っておくことが重要となってきます。

私たちでつなげる支えあいのまちづくり
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３Chapter ●

　「住民による住民のための住民参加型のまちづくり」を進めていくうえで、地域福祉活動

計画の策定だけでなく、住民活動を施策面で支援する地域福祉計画との整合性を図ること

が重要となってきます。

　地域福祉計画では、「お隣さん同士が、お互いの思いや願いに気づきあい、毎日の生活を

支えあえる地域づくり」を目指して、基本理念を次のように定めています。地域福祉活動

計画においても理念を共有して、地域福祉を推進します。

地域福祉活動計画の基本理念１

基本理念

「おたがいさまの心でつなぎ、

　みんなで支えあうまち かほく」

私たちでつなげる支えあいのまちづくり
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地域福祉活動計画がめざすもの

　地域福祉計画の基本理念を実現していくために、次の３つの基本目標を定めていること

から、地域福祉活動計画でも同じ基本目標で住民参加型のまちづくりを進めていきます。

　それぞれの基本目標に向かって進んでいくためには、かほく市に暮らす住民一人ひとり

が主役となって、民生委員児童委員や福祉団体、ボランティア、福祉サービス事業者、社

会福祉協議会などの関係者・機関、行政が協力しながら、かほく市全体が一丸となって「オー

ルかほく」で地域福祉を推進していくことが重要です。

地域福祉活動計画の基本目標２

基本目標

お互いを思いやり、みんなで見守るまち

みんなが参加し、支えあうまち

安心して暮らせるまち

かほく市地域福祉活動計画
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４Chapter ●

（１）地域福祉とは

　かほく市に暮らす私たち住民は、普段の生活を送るうえで、家族をはじめ、ご近所の方、

友人、知人など、さまざまな人たちと関わりながら地域で暮らしています。

　さまざまな人たちが暮らす地域の一員として、私たち住民は「ふだんのくらしのしあわせ

（福祉）」を感じることのできる、充実した生活を過ごすことで、この地域で暮らし続けた

いという気持ちを持つことができます。

　しかし、現実には家庭での子育てや、高齢者夫婦などによる老老介護、経済的に日常生

活が困難な状況にある方など、誰もがさまざまな課題に直面して、困ったり悩んだり、ま

たそういった可能性を持って生活しています。

　それらの課題を解決していくためには、行政の制度や専門機関の公的サービスなどの「公

助」の充実、自分自身や家族の力によって対応する「自助」、地域の助けあいや支えあいで

取り組む「共助」の３つのしくみが不可欠です。

　私たち住民は、この「自助」「共助」「公助」のしくみでつながり、みんながお互いに協力して、

より豊かな地域を目指して、助けあう・支えあうことが大切になります。この取り組みが「地

域福祉の推進」ということになるのです。

　いま、地域への関心が低下して、地域のつながりが弱くなっているといわれる状況で、

これまで以上に住民一人ひとりが積極的につながり、お互いの信頼関係を深めて、身近な

地域で助けあう・支えあう「共助」の関係を築くことが重要となってきています。

地域福祉活動の基本的な考え方１

私たちでつなげる支えあいのまちづくり
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地域福祉活動計画の推進

地域福祉を推進するしくみのイメージ地域福祉を推進するしくみのイメージ

地域福祉の推進　●社会福祉法第4条【抜粋】

「地域福祉の推進」については、社会福祉法第4条に次のとおり定められています。

（地域福祉の推進）
第四条　地域住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う
者は、相互に協力し、福祉サービスを必要とする地域住民が地域社会を構成する一員として日
常生活を営み、社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が与えられるように、
地域福祉の推進に努めなければならない。

自分や家族で課題を解決 地域の力で課題を解決

・私 ( 自分 )
・両親、兄弟姉妹
・親せき など

・自治会　　　・民生委員児童委員
・福祉団体　　・ボランティア
・社会福祉協議会 など

かほく市地域福祉活動計画

・行政
・福祉サービス事業者
・専門機関 など

行政や専門機関で課題を解決

自　助

公　助

共　助
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４Chapter●

（２）地域福祉活動をすすめる範囲の考え方

　地域福祉を進める活動である地域福祉活動では、地域の住民にしかみえない困りごとや、

身近でなければ早くに発見できない課題の解決は、そのような課題がみえてきやすい隣近

所のような小さな範囲で取り組むことが重要になります。地域の困りごとを発見するため

には、お互いに顔のみえる環境づくりが必要であり、信頼関係を築いていくことが求めら

れます。

　しかし、住民が課題を発見して解決に向けて取り組むことになっても、隣近所の協力だ

けでは解決が難しい場合、より多くの住民の力で解決することが必要となってきます。そ

のときは少し範囲を広げて、町会や区の課題として解決を考え、助けあい、支えあうこと

が必要となっていきます。

地域福祉活動をすすめる範囲のイメージ

私たちでつなげる支えあいのまちづくり

近所とのあいさつや声かけ､できる範囲での
ちょっとした手助け､困りごと解決の橋渡し

地域行事への参加､ 交流の場づくり､ 地域
の困りごと発見､ 困りごと解決の話しあい

支えあいの輪の拡大､ 課題解決の検討､ 支
援が必要な人への見守り､ 災害の備え

隣近所、区・町会の班の範囲

区・町会の範囲 ( 小学校区を含む )

市全体の範囲 ( 中学校区を含む )
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地域福祉活動計画の推進

地域福祉活動計画の体系図２
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自分から積極的なあいさつ・声かけからはじめて、コミュニケー
ションを深めましょう

近所でちょっとした困りごとを発見して、できる範囲で手助け
しましょう

近所で発見した困りごとを解決につなげる橋渡しをしてあげま
しょう

地域行事や団体活動などの積極的な参加でつながりを深めま
しょう

地域全体で支えあいの輪を広げましょう

住民の交流のための集いの場をつくりましょう

市全体で取り組むべき課題への対策をみんなで考えましょう

自分の地域の困りごとに気づく場をつくりましょう

地域で自立した生活が送れるよう支援が必要な人を見守りま
しょう

地域の困りごとを身近な課題として話しあう場を持ちましょう

災害の備えをしましょう
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４Chapter ●

（１）お互いを思いやり、みんなで見守るまち

　住み慣れた地域で安心して暮らしていくには、「向こう三軒両隣」といわれるように、子

どもと高齢者などの世代の違いや、障がいのある・なしに関係なく、近隣住民ならば誰と

でも積極的に関わりを持つことが重要となってきます。そのためには、顔の見える近い範

囲からお互いを思いやり、あいさつや声かけなど、自分たちが行動していかなくてはなり

ません。

　お互いの信頼関係を築き、困ったときに一番近くの人たちが手を差し伸べてくれる、そ

んな関係づくりを目指しましょう。

地域福祉活動の展開３

私たちでつなげる支えあいのまちづくり
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地域福祉活動計画の推進

自分から積極的なあいさつ・声かけからはじめて、
コミュニケーションを深めましょう

　住民の取り組み

　　一人でも多くの人に自分からあいさつ・声かけをしましょう

あいさつを待つのではなく、自分から率先して一人でも多くの人にあいさつ・声かけをしましょう。また、
あいさつ・声かけをされたら快く返事をしましょう。

　　コミュニケーションを深めるために自分から話しかけましょう

お互いのことに関心を持って、自ら積極的に話しかけ、会話を通じてより深いコミュニケーションを図り
ましょう。

　住民の取り組みに対する協力・支援の体制

　◆自治会・地域組織・福祉団体の取り組み

　　地域全体であいさつに取り組む意欲を高めましょう

地域全体で気軽にあいさつしやすい雰囲気づくりを心がけましょう。

　◆社会福祉協議会の取り組み

　　あいさつ運動に協力します

かほく市で実施するあいさつ運動を、福祉団体などと連携して盛り上げます。

目指す方向性①

かほく市地域福祉活動計画



30

４Chapter ●

近所でちょっとした困りごとを発見して、
できる範囲で手助けしましょう

　住民の取り組み

　　日ごろのご近所づきあいから困りごとを発見しましょう

日ごろから相手を気にかけ、ご近所づきあいや日ごろの会話の中から、困りごとに気づいてあげましょう。

　　ちょっとした頼みごと ･ 頼まれごとが気軽にできる関係づくりを目指しましょう

身近に困っている人がいたら、自分が無理なくできる範囲でのちょっとした手助けができるよう心がけま
しょう。また、お互いさまの心で、ちょっとした頼みごと ･ 頼まれごとを気軽にできる関係づくりを目指
しましょう。

　住民の取り組みに対する協力・支援の体制

　◆自治会・地域組織・福祉団体の取り組み

　　困りごとなどを共有したり、解決のためのヒントを探す場を設けましょう

困りごとを話しあうなど、日ごろの情報を交換・共有したり、困りごとを解決するためにヒントを探す場
を設けることを検討してみましょう。

　◆社会福祉協議会の取り組み

　　福祉関連情報を提供します

福祉に関するさまざまな情報を提供して、地域の福祉向上を推進します。

目指す方向性②

私たちでつなげる支えあいのまちづくり
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地域福祉活動計画の推進

近所で発見した困りごとを解決につなげる橋渡しをしてあげましょう

　住民の取り組み

困りごとの解決をみんなで考えましょう

自分ひとりの力では手助けしきれない困りごとは、民生委員児童委員や自治会などと一緒に、地域全体で
考える機会を持てるよう働きかけましょう。

解決が難しい困りごとを専門の相談窓口へ橋渡ししてあげましょう

地域では解決が難しい困りごとは、専門の相談窓口への橋渡しをして、解決のための手助けをしてあげま

しょう。

　住民の取り組みに対する協力・支援の体制

　◆自治会・地域組織・福祉団体の取り組み

地域住民と地域組織、民生委員児童委員などが連携した見守り活動を推進しましょう

地域で発見した困りごとを抱える方に対して、住民と地域組織、民生委員児童委員などが連携した見守り
活動など、住民みんなで支える環境づくりをすすめましょう。

　◆社会福祉協議会の取り組み

公的サービスを周知します

困りごとの解決につながる公的サービスの周知に協力します。

身近な相談窓口として機能を強化します

身近な相談窓口として、社会福祉協議会の持つ総合相談機能を充実・強化します。

困りごと解決に向けた支援を充実します

公的サービスでは対応できない困りごとの解決に向けて、新たな支援を開発していきます。

目指す方向性③

かほく市地域福祉活動計画
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４Chapter ●

（２）みんなが参加し、支えあうまち

　自分の身近な地域の住民とつながりを持つためには、地域で集まる場に一人でも多くの

住民が参加することが重要となってきます。地域からの孤立を防ぎ、より深くつながるた

めには、地域の行事などの集まる機会があれば、お互いに誘いあって、積極的に参加する

ことを心がけましょう。

　地域の行事に気軽に参加して、みんなで楽しみましょう。そこで、いろいろな人を知り、

つきあいが深まれば、お互いに助けあう・支えあう関係づくりのきっかけとなるのではな

いでしょうか。

私たちでつなげる支えあいのまちづくり
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地域福祉活動計画の推進

地域行事や団体活動などの積極的な参加でつながりを深めましょう

　住民の取り組み

地域行事や団体活動に積極的に参加して、いろんな人とつながりましょう

地域行事や地域組織・福祉団体の活動へ積極的に参加して、さまざまな人とコミュニケーションを図って
新しいつながりをつくりましょう。

みんなで誘いあって地域行事に参加しましょう

住民が集まる地域行事にこれまで以上の関心を持ち、隣近所で呼びかけあい、誘いあって一人でも多くの
人が参加できるように心がけましょう。

　住民の取り組みに対する協力・支援の体制

　◆自治会・地域組織・福祉団体の取り組み

さまざまな方法で地域行事の積極的な周知に努めましょう

地域行事に住民が積極的に参加してもらえるよう、さまざまな方法による周知や参加しやすい雰囲気づく
りを心がけましょう。

住民が参加しやすい地域行事や活動の工夫を考えてみましょう

地域行事を振り返り、これまでの伝統を守りながらも、一人でも多くの住民に参加してもらえるよう、新
しい工夫などを協議・検討してみましょう。

異なる世代、他団体との交流でつながりを深めましょう

住民の参加意欲を高めるために、子ども・青壮年・高齢者といった異なる世代との交流や地域で活動する
さまざまな団体との交流で、つながりを深める機会を持ちましょう。

　◆社会福祉協議会の取り組み

ボランティア情報を発信します

ボランティアに関するさまざまな情報を発信していきます。

さまざまな工夫について地域と一緒に考えます

地域で一人でも多くの住民がつながるために、地域行事や活動の工夫を地域のみなさんと一緒に考えます。

目指す方向性①

かほく市地域福祉活動計画
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４Chapter ●

住民の交流のための集いの場をつくりましょう

　住民の取り組み

交流の機会をつくりましょう

地域で誰もが気軽に交流できる集いの場・憩いの場づくりへの機運を高めましょう。

　住民の取り組みに対する協力・支援の体制

　◆自治会・地域組織・福祉団体の取り組み

世代間交流の機会をつくりましょう

子どもや高齢者などの世代間で交流できる機会づくりを検討しましょう。

地域で交流の場の立ち上げをすすめましょう

子どもや高齢者、障がいのある方など、地域に住むさまざまな住民が交流できる場の立ち上げに向けて、
積極的に協力や支援をしていきましょう。

　◆社会福祉協議会の取り組み

世代間交流事業の開催を支援します

地域の子どもや高齢者との世代間交流事業を推進します。

交流の場づくりに対して支援します

地域の交流の場づくりを推進・支援します。

目指す方向性②

私たちでつなげる支えあいのまちづくり



35

地域福祉活動計画の推進

自分の地域の困りごとに気づく場をつくりましょう

　住民の取り組み

地域の困りごとに気づき、みんなで話しあえる雰囲気づくりに努めましょう

地域の困りごとに気づき、解決に向けてみんなで話しあえる雰囲気づくりを住民一人ひとりが心がけ、話
しあいの機会づくりに率先して協力しましょう。

　住民の取り組みに対する協力・支援の体制

　◆自治会・地域組織・福祉団体の取り組み

地域住民の多くに共通する困りごとを共有する場を設けましょう

地域に住む住民の多くに自分のこととして共感できる困りごとがあるかもしれません。そのことを住民同
士で確認・共有できる場を設けましょう。

　◆社会福祉協議会の取り組み

住民座談会を開催します

各地域で住民座談会を開催して、困りごとの発見・共有の場づくりを推進します。

福祉への関心 ･ 意識の向上をすすめます

子どもから大人まで、福祉学習の機会を提供して、地域で福祉への関心 ･ 意識の向上をすすめていきます。

目指す方向性③

かほく市地域福祉活動計画
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４Chapter ●

地域の困りごとを身近な課題として話しあう場を持ちましょう

　住民の取り組み

地域の課題を協議する場へ積極的に参加しましょう

自分にとっての普段の困りごとが地域全体に共通する課題として受け止めて、解決に向けて地域で協議を
する場に率先して参加しましょう。

　住民の取り組みに対する協力・支援の体制

　◆自治会・地域組織・福祉団体の取り組み

地域住民と専門職・機関が一体となって課題の解決に向けて協議する場を設けましょう

地域の住民と専門職・機関が協力して、地域の課題解決に向けて協議する場を設置して、地域全体の福祉
向上を協議しましょう。

　◆社会福祉協議会の取り組み

地域の課題解決に向けた協議の場を設けます

地域福祉の専門機関として、自治会、地域組織、福祉団体などと連携して、地域課題の協議の場を設けて、
解決にあたります。

地域で助けあう・支えあうためのボランティアを養成します

地域で助けあう・支えあうしくみを築き、地域の課題を解決するために地域が求めるボランティアを養成
します。

目指す方向性④

私たちでつなげる支えあいのまちづくり
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地域福祉活動計画の推進

（３）安心して暮らせるまち

　地域には、子どもや高齢者、障がいのある人や経済的に生活が困っている人など、さま

ざまな人が暮らしています。住民一人ひとりが地域で安心して暮らしていくためには、日

常的な困りごとに対して、隣近所や地域の協力による解決から公的サービスでの支援など、

さまざまな手助けが必要になります。日常生活の課題は、個人だけでの解決には限界があり、

さまざまなつながりによって解決されているのです。

　まずは、地域による助けあい・支えあいの関係によって地域にある課題の解決を図り、

それでも解決が困難な課題に対しては、より広い範囲で解決を図らなくてはなりません。

　そのためにも、一人でも多くの地域の住民とつながることが重要となってきます。

かほく市地域福祉活動計画



38

４Chapter ●

地域全体で支えあいの輪を広げましょう

　住民の取り組み

共通する目的・課題を持った団体に積極的な参加をしましょう

自分と同じ目的・課題を持つ地域組織や福祉団体に積極的に参加し、気持ちを分かちあえる人たちとのつ
ながりをつくりましょう。

地域で支えあうしくみにみんなが参加しましょう

地域の住民と専門機関が連携して、地域で助けあう・支えあうしくみづくりを一緒に考えて、一人でも多
くの住民が積極的に参加しましょう。

　住民の取り組みに対する協力・支援の体制

　◆自治会・地域組織・福祉団体の取り組み

さまざまな団体との連携を強化しましょう

地域で活動するさまざまな団体と情報交換や協働活動を通じて連携強化を図り、支えあいの輪を広げま
しょう。

他団体との新たなつながりをつくりましょう

これまでに交流のなかった他団体との新しいつながりづくりを積極的にすすめましょう。

　◆社会福祉協議会の取り組み

ボランティア活動を支援していきます

地域のボランティア活動に対して、さまざまな支援を図って、地域で支えあえる環境づくりを支援してい
きます。

さまざまな交流事業を開発します

同じ境遇の人たちやそれに賛同する人たちが集い、交流を深めるための各種交流事業を開発していきます。

地域に必要な講座・研修会を開催します

必要性に応じて、地域に求められるさまざまな講座・研修会を企画・開催します。

目指す方向性①

私たちでつなげる支えあいのまちづくり
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地域福祉活動計画の推進

市全体で取り組むべき課題への対策をみんなで考えましょう

　住民の取り組み

共に助けあえる関係づくりを強めていきましょう

地域のつながりを再点検して、地域での助けあい・支えあいの強化に向けて、話しあいの場に参加し、住
民同士がよりよい関係を築き、安心して暮らせる地域を目指しましょう。

　住民の取り組みに対する協力・支援の体制

　◆自治会・地域組織・福祉団体の取り組み

新たな公的サービスを提案しましょう

どの地域にも共通する課題の解決を話しあい、地域だけでは解決できない課題は、行政などと連携して新
しい公的サービスの提案につなげましょう。

　◆社会福祉協議会の取り組み

今までの公的なサービスでは対応できない課題の解決に取り組みます

今までの公的なサービスでは対応できない課題に対して、新しいサービスの開発など、自治会、地域組織、
福祉団体、行政などと協力して課題の解決に取り組みます。

目指す方向性②

かほく市地域福祉活動計画
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４Chapter ●

地域で自立した生活が送れるよう支援が必要な人を見守りましょう

　住民の取り組み

気にかかる人を見守りましょう

少し気にかかる人の日常生活をそっと見守りましょう。「いつもと違うかも」と感じたら「どうしたのかな」

と気にかけましょう。

支援が必要な人を見守りましょう

何らかの支援が必要な人を無関心でやり過ごさず、日常生活を気にかけましょう。

日常生活の異変に気づいたら知らせましょう

新聞がたまっているなどの異変があれば、声かけや地域の人や民生委員児童委員などに知らせましょう。

　住民の取り組みに対する協力・支援の体制

　◆自治会・地域組織・福祉団体の取り組み

支援が必要と思われる人を把握しましょう

地域の身近な民生委員児童委員や自治会長などと情報を交換・共有しましょう。

地域住民による見守りネットワークづくりをすすめましょう

自治会単位など、より身近な範囲で無理のない目くばり・気くばりの体制づくりをすすめましょう。

　◆社会福祉協議会の取り組み

地域に密着したきめ細かなサービスを展開します

地域からの相談を受け、その解決に向けて、他機関や地域の福祉活動者と連携したきめ細かなサービス提

供の体制を整えます。

福祉サービスの向上と開発、権利擁護機能を強化します

既存の福祉サービスの向上、制度の狭間にある問題に対応したサービスの開発や権利擁護の機能を強化します。

個別に支援体制をつくります

支援を必要とする人が自立して生活できるよう、支え、寄り添いのできるチームをつくります。

目指す方向性③

私たちでつなげる支えあいのまちづくり
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地域福祉活動計画の推進

災害の備えをしましょう

　住民の取り組み

災害時に安否確認、助けあいができるように隣近所と関わりをもちましょう

日ごろからの関わりがなければ、緊急時にお互いの安否確認、助けあいをすることが難しくなります。災
害に備えて日ごろから隣近所と関わりをもちましょう。

災害に関する講習に参加しましょう

避難訓練や救命講習など、災害に関する講習に参加しましょう。

災害時の備えをしましょう

家族との連絡方法や避難場所・避難経路の確認、食料の備蓄などをして災害に備えましょう。

　住民の取り組みに対する協力・支援の体制

　◆自治会・地域組織・福祉団体の取り組み

災害時の対応について話しあいましょう

災害が発生した時、助けが必要な人の対応も含め、どのような行動をとればいいか話しあいましょう。

自主防災組織が中心となり地域全体で災害に関する訓練や講習を行いましょう

自主防災組織が中心となって、地域全体で災害に備えた訓練や講習を行い、防災意識を高めましょう。

災害時に助けを必要とする人を把握し、緊急時の対応を考えましょう

高齢者や障がいのある方など、災害時に助けを必要とする人の情報把握と支援方法について関係機関と連
携、協働していきましょう。

　◆社会福祉協議会の取り組み

災害時に迅速な安否確認ができる体制を整えます

行政、自治会、地域組織とつながりをもって、住民の安否確認を迅速に行える体制を築きます。

災害ボランティアセンターを機能させるために自治会、団体などと連携します

災害時、必要に応じて災害ボランティアセンターを設置します。被災者のニーズを収集・把握し、迅速に
対応できる体制を整えるため、自治会、地域組織、福祉団体などと日ごろから連携します。

目指す方向性④

かほく市地域福祉活動計画
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４Chapter ●

　地域福祉活動計画とかほく市が策定した地域福祉計画は、生活課題などの情報を共有し

て、それぞれの役割を明確にしながら、お互いに協力、連携して地域の住民を主役とした

地域福祉の推進を目指すものです。

　このことから、地域福祉計画で用いた指標を参考として、地域福祉活動計画の進行を管

理していきます。

　また、かほく市社会福祉協議会では、地域住民と密接な関わりを持ちながら、地域の情

報を収集・把握して、進行管理・評価していきます。

地域福祉活動計画の進行管理４

私たちでつなげる支えあいのまちづくり
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地域福祉活動計画の推進

２　地域福祉計画に係る指標

地域福祉計画の進捗状況を測る目安の一つとして、それぞれの基本目標に対し、次の評価指標
を設定し進捗状況を推量します。

「かほく市地域福祉計画」　●第４章 施策の推進と方向性から抜粋

お互いを思いやり、みんなで見守るまち

みんなが参加し、支えあうまち

安心して暮らせるまち

指　標 現　況 目　標

①認知症サポーター数 １，５００人 ３，５００人

②地域での付き合い ６０％ ８０％

③近所の要援護者の認知度 ６７％ ９０％

指　標 現　況 目　標

①地区老人クラブの加入率 ７０％ ７０％

②民生委員児童委員の役割の周知度 ７０％ ９０％

③地域福祉計画アンケート回収率 ５３％ ６５％

指　標 現　況 目　標

①災害時要援護者台帳の登録率 ５３％ ７０％

②自主防災組織の組織率 １０地区 ５６地区（全地区）

③社会福祉協議会の周知度 ５０％ ９０％

※平成24年度策定時の「かほく市地域福祉計画」の数値です。

かほく市地域福祉活動計画
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資料１ 

 
かほく市地域福祉活動計画策定要綱 

 
 
１．目  的 
   本要綱は、かほく市社会福祉協議会が「地域福祉活動計画」（以下、「活動計画」と

いう。）を策定するにあたり、必要な事項を定めるものとする。 
 
 
２．策定の趣旨 

活動計画とは、地域社会にある福祉問題や課題を解決することを目的として、住民

による住民のための「住民参加型」のまちづくりを行なうため、具体的な内容を定め

る計画であり、地域福祉の中核団体である社会福祉協議会が地域住民や関係団体と役

割分担を図りながら策定するものである。 
 
 
３．名  称 
   かほく市社会福祉協議会が策定する活動計画の名称は、「かほく市地域福祉活動計

画」とする。 
 
 
４．策定期間 
   活動計画の策定期間は、平成２４年９月から平成２６年３月までの期間とする。 
 
 
５．策定委員会の設置 
   活動計画を策定するために、「かほく市地域福祉活動計画策定委員会設置要項」を別

に定め、要項に基づき策定委員会を設置するものとする。 
 
 
６．策定の方法 
（１）策定委員会による検討 
（２）作業チームによる課題の整理、分析 
（３）住民座談会の開催による地域課題の把握 
（４）かほく市地域福祉計画との整合、資料の活用 
（５）その他、活動計画策定に必要な事項の実施 
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資料２ 

かほく市地域福祉活動計画策定委員会設置要項

（目 的）

第１条 地域福祉活動の推進に向けて、幅広く市民及び関係者の意見や意向を取り入れ、かほく市地域

福祉活動計画（以下「活動計画」という。）を策定するため、かほく市地域福祉活動計画策定委員会

（以下「策定委員会」という。）を設置する。

（任 務）

第２条 策定委員会は、次に掲げる事項について調査及び研究を行ない、活動計画案を策定し、かほく

市社会福祉協議会長（以下「会長」という。）に報告するものとする。

（１）活動計画の策定に関すること

（２）その他、必要な協議に関すること

（組 織）

第３条 策定委員会は、委員１５名以内をもって組織する。

２ 委員は、次に掲げる者のうちから会長が委嘱する。

（１）学識経験者

（２）地域活動団体等関係者

（３）社会福祉事業関係者

（４）行政関係者

（任 期）

第４条 委員の任期は、委嘱した日から活動計画の策定が完了した日までとする。

（委員長及び副委員長）

第５条 策定委員会に委員長及び副委員長各１名を置く。

２ 委員長及び副委員長は、委員の互選をもって定める。

３ 委員長は、策定委員会を代表し、会務を総理する。

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理

する。

（会 議）

第６条 策定委員会の会議は、必要に応じて委員長が召集する。ただし、委員の委嘱又は任命後の最初

の会議は、会長が召集する。

２ 委員長は、会議の議長となる。

３ 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

４ 策定委員会の必要に応じ、委員長が適当と認める有識者等を招致することができる。

（庶 務）

第７条 策定委員会の庶務は、かほく市社会福祉協議会において処理する。

（その他）

第８条 この要項に定めるほか、策定委員会の運営に関し必要な事項については、別に定める。

  附 則

この要綱は、平成２４年１１月 ７日から施行する。
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資料３

№ 区　　分 所　　属　　等 氏　　名 備 考

学識経験者 石川県社会福祉協議会 北　　 伸　之

野　川　　 徹 ～H25.10.28

東 谷　正 巳 H25.10.29～

地域活動団体等 かほく市町会区長会連合会 田井 勇太郎  ◎ 委員長

　　　　　 　関係者 七塚地区民生委員児童委員協議会 金　田　　 勉  ○ 副委員長

宇ノ気地区民生委員児童委員協議会 喜 多　心 也

高松地区民生委員児童委員協議会 小 川　進 洋

かほく市各種女性団体連絡協議会 津 田　美 幸

かほく市老人クラブ連合会 内潟 外茂夫

かほく市ボランティア友の会連絡会 齊藤 規代子

かほく市身体障害者部会 東　　 征　男

かほく市手をつなぐ育成会 今　村　　 修

社会福祉事業 社会福祉法人相生会　あかしあ荘 谷 崎　敏 雄

　　　　　　関係者 社会福祉法人芙蓉会　ことぶき園 井 上　尚 子

社会福祉法人四恩会　ﾗｲﾌｸﾘｴｰﾄかほく 岡 田　文 貴

行政関係者 かほく市市民部健康福祉課 越 井　謙 一

（順不同、敬称略）

〈招集者〉

　宮 前　昭 夫　　　　かほく市社会福祉協議会　会長

〈事務局〉

　寺 嶋　立 弥　　　　かほく市社会福祉協議会　常務理事兼事務局長

　能 戸　幸 一　　　　かほく市社会福祉協議会　総務課兼地域福祉課係長

　本 多　栄 治　　　　かほく市社会福祉協議会　主査

　岡 本　雪 枝　　　　かほく市社会福祉協議会　主事

かほく市校長研修会

かほく市地域福祉活動計画策定委員かほく市地域福祉活動計画策定委員会委員名簿
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資料４

会　議　等 内　　　容
平成24年

11月29日(木) ●第1回
　 地域福祉活動計画策定委員会

・地域福祉活動計画について
・住民座談会の開催について

12月21日(金) ◎社会福祉協議会
　 理事会・評議員会

・地域福祉活動計画策定経過報告

平成25年

1月21日(月) ・事務局会議 ・住民座談会の開催に係る打ち合わせ
・住民座談会の周知方法の確認

2月8日(金) ・事務局会議 ・住民座談会の模擬実施､修正の協議

2月15日(金) ・事務局会議 ・住民座談会の模擬実施､内容の確認

2月21日(木)
～3月11日(月) 

2月27日(水) ○第1回 作業チーム ・地域福祉活動計画について
・住民座談会の意見を整理･分析

3月14日(木) ○第2回 作業チーム ・地域福祉活動計画（素案）の協議
・住民座談会の意見を整理･分析

3月15日(金) ◎社会福祉協議会
　 理事会・評議員会

・地域福祉活動計画策定経過報告

3月22日(金) ●第2回
　 地域福祉活動計画策定委員会

・住民座談会開催状況報告
・作業チーム進捗状況報告

5月30日(木) ◎社会福祉協議会
　 理事会・評議員会

・地域福祉活動計画策定経過報告

5月31日(金) ○第3回 作業チーム ・住民座談会の意見を整理･分析

6月13日(木) ・事務局会議 ・作業チーム進捗状況の確認
・地域福祉活動計画策定日程の確認

6月17日(月) ○第4回 作業チーム ・地域福祉活動計画体系の協議

8月19日(月) ・事務局会議 ・作業チーム協議の地域福祉活動計画体
系（案）の意見集約

8月27日(火) ・事務局会議 ・地域福祉活動計画体系（案）の協議

8月30日(金) ・事務局会議 ・地域福祉活動計画体系（案）の検討

9月12日(木) ・事務局会議 ・地域福祉活動計画体系（案）の確認

9月27日(金) ◎社会福祉協議会
　 理事会・評議員会

・地域福祉活動計画策定経過報告

10月15日(火) ○第5回 作業チーム ・地域福祉活動計画体系の確認
・地域福祉活動計画（案）の協議･検討

10月29日(火) ●第3回
　 地域福祉活動計画策定委員会

・地域福祉活動計画（案）の審議

12月18日(水) ◎社会福祉協議会
　 理事会・評議員会

・地域福祉活動計画策定完了の報告

年　月　日

・市内6小学校区ごとに順次開催☆住民座談会

かほく市地域福祉活動計画 策定までの流れかほく市地域福祉活動計画策定までの流れ
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資料５

かほく市住民座談会開催報告

（１）目 的

地域福祉活動計画策定における住民参加と位置づけ、その意見を集約し計

画策定の基礎資料とすることを目的として、地域の住民同士で日常生活にお

ける現状や課題等について意見や想いを話し合う機会として「住民座談会」

を開催しました。

（２）概 要

①開催期間 平成２５年２月２１日（木）～３月１１日（月）

②開催時間 １９時３０分～２０時５０分（１時間５０分程度）

③開催校区 ６小学校区

高松小学校区、大海小学校区、七塚小学校区、

外日角小学校区、宇ノ気小学校区、金津小学校区

④内 容

■概要説明

□タイトル 「みんなで考えよう、豊かな地域づくり

～住民による住民のための福祉活動と地域福祉活動計画～」

□説 明 かほく市社会福祉協議会職員

■住民座談会

□タイトル 「私たちのまちのことをみんなで考えよう」

□内 容 参加者が６～７名の小グループに分かれて、４つのテーマ

ごとに意見や想いを付箋紙に書き出し、話し合っていただ

きました。

・テーマ 「① 私たちのまちのいいところ」

「② 身近な地域での困りごと」

「③ こんなまちだったらいいな」

「④ 私たちにできること」
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⑤参加者総数 ２１４名

■内 訳

□男 女 別 男 性 １０４ 名

女 性 １１０ 名

□年 齢 別 ３０歳代未満 ０ 名

３０歳代 ８ 名

４０歳代 ６ 名

５０歳代 ２２ 名

６０歳代 １２１ 名

７０歳代以上 ５７ 名

□団体種別 区・町会役員 区長・町会長含む ３８ 名

民 生 委 員 児 童 委 員 ６８ 名

老 人 ク ラ ブ 関 係 者 ２９ 名

子 ど も 会 関 係 者 ２ 名

女 性 会 関 係 者 ６ 名

ボ ラ ン テ ィ ア １７ 名

自 主 防 災 組 織 関 係 者 ２ 名

福 祉 施 設 関 係 者 ２ 名

そ の 他 ※ ２６ 名

一 般 住 民 ２７ 名

合 計 ２１７ 名

※「その他」の所属には、 、障害者関係団体、母子寡婦関係団体、

地域福祉推進員などがありました。

「所属種別」内訳は、１名で複数に所属している場合があるため、参加者総数

と一致していません。
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人 口： ７，４１９人

世帯数： ２，４８２世帯
資料：市民生活課／住民基本台帳 平成 年 月末

◇日 時 平成２５年２月２１日（木） １９時３０分～２０時５０分

◇場 所 かほく市高松産業文化センター

◇参加者 ３７名

◆住民の主な意見・想い（住民座談会参加者から）

① 私たちのまちのいいところ

（意見数： 件）

･すぐあいさつ､言葉をかわす｡

･近所の人達と仲良く､会話がある｡

･町内の催物が年間を通じてあること｡

･海があり､山があり､自然が豊かです｡

･店､医院等生活に必要な所が身近にある｡

･笑顔がある｡

･災害が少ない｡

･犯罪が少ない｡

･それぞれの趣味を活かして活動できる

場所がある｡

･防災意識が高く､連帯感がある｡

･看護大学がある｡

･スポーツがさかん｡

② 身近な地域での困りごと

（意見数： 件）

･近所の付き合いがあまりない｡

･車がないと移動が大変 特に高齢者 ｡

･地区行事への参加者がいつもの人とい

うことが多い｡

･寄り合い場所があっても使いにくい｡

･ ～ 歳代のある程度元気な人がす

ることがなくてボーっとしている人が

ちらほらいる｡

･急な通院でも手話通訳がほしいと思い

ます｡

･犬の散歩の方がフンの後始末をしてい

かない事｡

･空家が以前からみると増えた気がする｡

･交通､除雪などのマナー｡

高松小学校区

③ こんなまちだったらいいな

（意見数： 件）

･気軽に声かけあうご近所だったらいいな｡

･みんなで楽しんだり助けあったりできる｡

･町内行事にたくさん参加する町｡

･今のままでよい｡

･元気な商店街がある｡

･若い人が働ける場所があればいい｡

･税負担の少ない町｡

･近隣の情報がすぐに貰えるといい｡

･世代間交流のある町｡

･災害の訓練などしたいので､障がいの

ある人にも教えて欲しい｡

④私 私たち にできること

（意見数： 件）

･お隣さん､ご近所とのあいさつ､おしゃ

べりなど｡いつもと違わないか気をつけ

る｡

･集いに出てくるよう声をかける｡

･出来るだけ行事等に参加する事｡

･近所での声かけ又は出来る事は率先し

て手伝うことにしている｡

･困っている人を相談先につなぐ｡

･地区の見守り｡一人暮らしの安否確認｡

･世代間交流｡

･ボランティアに参加する｡

･ごみを捨てない｡

･老人会が子ども会を応援し､一緒に活

動する｡

･町内会で通学路を除雪している｡

･お互いに寄って話し合いをすることは

出来る｡
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人 口： ２，６５９人

世帯数： ９２９世帯
資料：市民生活課／住民基本台帳 平成 年 月末

◇日 時 平成２５年２月２５日（月） １９時３０分～２０時５０分

◇場 所 かほく市大海交流センター

◇参加者 １８名

◆住民の主な意見・想い（住民座談会参加者から）

① 私たちのまちのいいところ

（意見数： 件）

･隣近所との付き合いがよくできている｡

･自分の作った作物をゆずりあっている｡

･夜まわりをしているので良い｡

･川､山に恵まれている｡

･特産品が豊富｡

･人がやさしい｡

･治安が良い｡

･災害が少ない｡

･気軽にあいさつができる｡

② 身近な地域での困りごと

（意見数： 件）

･買物に遠距離まで行かなければならない｡

･世代を超えての声かけが少ない｡

･住民参加行事の出席率が悪い｡

･隣人の様子が全くわからない｡

･高齢者の一人暮らし､高齢者夫婦世帯

が増えてきた｡

･空家､荒地が増えてきた｡

･子どもの遊んでいる声が少ない｡

･防災のサイレンが聞こえない｡

･農業の担い手がいない｡

･高齢者世帯では､雪かきが大変｡

大海小学校区

③ こんなまちだったらいいな

（意見数： 件）

･利害関係を抜きにした住民相互のつな

がり｡

･みんなで子育てができる｡

･みんなが集える場所があればいい｡

･買物する場所が近くにあれば｡

･農業の担い手がたくさんいればいい｡

･子ども達がずっと住んでくれるような

町であってほしい｡

･若者が多い町｡

･笑顔で挨拶が出来る町｡

･高齢者一人暮らしでも安心な町｡

④私 私たち にできること

（意見数： 件）

･あいさつをする｡

･周囲への気配り・手助けができること｡

･隣近所に声をかけること｡

･いろんな役をつくり､順番に受け持っ

てもらう｡

･困っている人に手助けを行なう｡

･高齢者の様子伺い｡

･手軽なボランティア活動をする｡

･募金｡
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人 口： ５，０９３人

世帯数： １，６５３世帯
資料：市民生活課／住民基本台帳 平成 年 月末

◇日 時 平成２５年２月２８日（木） １９時３０分～２０時５０分

◇場 所 かほく市七塚健康福祉センター

◇参加者 ３４名

◆住民の主な意見・想い（住民座談会参加者から）

① 私たちのまちのいいところ

（意見数： 件）

･小学生が大きい声で挨拶してくれる｡

･それなりに便利な福祉バス｡

･冠婚葬祭に協力的｡

･海が見え夕陽がきれい｡

･おおらか｡

･買い物が便利｡

･災害が少なく､自然に恵まれている｡

･近所付き合いが良い｡

･施設が充実している｡

･犯罪が少ない｡

② 身近な地域での困りごと

（意見数： 件）

･最近､車の移動ばかりで人との立話が

少なくなった｡

･近所に店がなく､車でしか買物できない｡

･祭礼の参加人数の減少｡

･不審者に間違えられるかと思って､子

どもに声をかけにくい｡

･近所の若い人の顔がわからない｡

･施設利用者以外の高齢者が気軽に集ま

る場所がない｡

･手話通訳者が足りない｡

･散歩の時の犬のフン｡

･車通り多い｡事故の危険｡

･元気な子どもの声 外での遊び が少な

い｡

･坂が多く､高齢になると大変｡

･用事ができても連絡できない家がある｡

･福祉巡回バスがあるがバス停まで遠い｡

七塚小学校区

③ こんなまちだったらいいな

（意見数： 件）

･近所の人が会えばみんな声かけする

子どもも大人も ｡

･世代に応じた各種団体に加入してほし

い 子ども会､青年団､女性会､老人会な

ど ｡

･近くに集まって､話･お茶などできる場

があったらいいなー｡

･都市部のベッドタウンではなく､仕事

が多くある町｡

･便利な町｡

･子どもたちが元気よく遊べる町であっ

てほしい｡

･スーパー銭湯があればなあ｡

･海岸がもっときれいならいいな｡

･治安が良い町｡

･世代間でつながりを持て､助け合って

いける町｡

④私 私たち にできること

（意見数： 件）

･話し相手になれる｡

･誰にでも挨拶からはじめること｡

･自分から声をかけるように心がける｡

･地域の行事に積極的に参加する｡

･雪かき｡

･なんでもお手伝いをする｡

･交流の場でお年寄りの方から昔話を聞

いたり､料理を習ったりできるかも｡

･学校でのボランティア｡

･高齢者宅へおかずを届ける｡
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人 口： ７，００２人

世帯数： ２，３９５世帯
資料：市民生活課／住民基本台帳 平成 年 月末

◇日 時 平成２５年３月６日（水） １９時３０分～２０時５０分

◇場 所 かほく市七塚健康福祉センター

◇参加者 ２９名

◆住民の主な意見・想い（住民座談会参加者から）

① 私たちのまちのいいところ

（意見数： 件）

･他町から転居してきた人もなごやかに

とけこんでいる｡

･子どもがよくあいさつしてくれる｡

･自然が多い｡海や木々｡

･住民がやさしい､明るい｡

･女性が元気な町｡

･食べ物がおいしい｡

･治安が良い｡

･自然災害が少ない 水害､地震… ｡

･買い物が便利｡

･近所付き合いがある｡

② 身近な地域での困りごと

（意見数： 件）

･新しく転入して来た人とのコミュニケ

ーションがうまくいっていない｡

･高齢者のお買物が不便になってきた｡

･役員をなかなか引き受けてくれない｡

･行事で全員参加になかなかならない

出ない人が決まっている ｡

･近くにお店がない 食品 ｡

･交流の場となる風呂屋がない｡

･若い世代と地域との隔たり｡

･福祉巡回バスのバス停が遠い。

･坂が多いので､高齢者には歩きにくい｡

･団体活動が弱い｡

外日角小学校区

③ こんなまちだったらいいな

（意見数： 件）

･大きなイベント｡

･近所の者同士が､留守を頼んだり､買物

を手伝ったり等頼り頼られる町になっ

たら良い｡

･多世代の集まりができる場所をつくる｡

･老人ホームがもっとあるといいなと思

います｡･

･誰でも明るく笑顔で暮らせる町｡

･若者の職場がないのであるとよい｡

･どの年代の人でも挨拶出来る､多くの

人が触れ合う町｡

･子育て支援がしっかりしている｡

･安全な町｡

④私 私たち にできること

（意見数： 件）

･声をかける｡

･周りの人とのあいさつ｡

･地域の諸行事に参加する事｡

･子ども達を見守ってあげる事。

･高齢者から頼まれ事があればできるだ

け親切にしたい｡

･サロンのようないろんな人が集える活

動を支援したい｡

･ボランティアに行くこと｡

･ゴミを捨てない｡

･子育て支援｡

･身近な人達との繋がりを深める｡

･若い人との交流｡

･互いに助け合う｡

･地域の行事に子どもと一緒に参加する｡
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人 口：１０，８６６人

世帯数： ３，５５２世帯
資料：市民生活課／住民基本台帳 平成 年 月末

◇日 時 平成２５年３月４日（月） １９時３０分～２０時５０分

◇場 所 かほく市宇ノ気保健福祉センター ほのぼの健康館

◇参加者 ５５名

◆住民の主な意見・想い（住民座談会参加者から）

① 私たちのまちのいいところ

（意見数： 件）

･あいさつや言葉かけが気楽にできる。

･交通の便がよい｡

･区民が参加しやすい行事が多く､いろ

んな人とつきあいができる｡

･全体的におだやかな人が多いと思います｡

･みんな人間的に優しい｡

･都会と田舎の中間なところ｡

･自然が豊かである｡

･買い物が便利になった｡

･大きな犯罪が少ない｡

･自然災害が少ない町｡

･地域で児童の見守りが行き届いている｡

② 身近な地域での困りごと

（意見数： 件）

･買い物に車がいる｡

･隣家同士のもめ事がある｡

･若者と話し合いがない｡

･高齢者宅の除雪｡

･地域活動への参加者がいつもいっしょ｡

･役員のなり手がいない｡

･地域での行事が少ない｡

･１人で生活している老人の方が不安だ

と話されていた｡

･町内の人の名前を知らない 表札ない ｡

･犬のフンの始末｡

･道が狭く自動車の往来がはげしいため

事故を心配している｡

･各種団体が解散傾向にある｡

･若者の地域参加がない｡

･個人情報の気づかいをどこまですれば

よいか｡

宇ノ気小学校区

③ こんなまちだったらいいな

（意見数： 件）

･巡回バスの本数が増えるとよい｡

･買物した物品を配達してくれる店｡

･老人会の集まりが多いといい｡

･各種の活動が活発でまとまりのある町に｡

･地域で子どもを育てる｡

･みんなが気楽に集まれる場所があればよい｡

･子どもがたくさんいたらなあー｡

･近いところに風呂の施設が欲しい｡

･働く場所が多い町｡

･高齢者にやさしい町｡

･元気で明るくあいさつのある町｡

･昔のような近所付き合いができる｡

④私 私たち にできること

（意見数： 件）

･健康管理に気をつけて元気でいたい｡

･近所の老人に気をくばる｡

･みんなに声をかける｡

･人と気軽に話し合う｡

･となり近所と仲良くする｡

･あいさつを自主的に行なう｡

･積極的に地域の活動に参加する｡

･困っている人を助けよう｡

･老人の集まり等をして親睦をはかりたい｡

･ボランティアへの参加｡

･家の周りに花を植えて町内美化｡

･身近な所のごみ拾い｡環境整備｡

･パトロール､見守り隊｡

･日常話し合いができるクラブを作る｡

･自主防災会として､災害時要援護者支援｡

･地域の連携を密にしていく｡
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人 口： １，８４５人

世帯数： ５９５世帯
資料：市民生活課／住民基本台帳 平成 年 月末

◇日 時 平成２５年３月１１日（月） １９時３０分～２０時５０分

◇場 所 上田名公民館

◇参加者 ４１名

◆住民の主な意見・想い（住民座談会参加者から）

① 私たちのまちのいいところ

（意見数： 件）

･隣近所とのつながりが密である｡

･少しでも知っている方々が挨拶しあう｡

･各種団体間のつながりがある｡

･地域の行事には老若男女問わず仲良く

参加できること｡

･自然がいっぱい｡

･皆様が親切でうれしいです｡

･知人が多くて楽しいです｡

･自然災害が少ない｡

･住みやすいところ｡

･小さなコミュニティなので全てがわか

るところ｡

･福祉バスがあり助かる｡

② 身近な地域での困りごと

（意見数： 件）

･運転できない人が買物に行くのが大変｡

･子どもが少なくなるので親たちとのつ

きあいが少ない｡

･雪除けが大変｡

･子どもが少ないので､祭りができなく

なっている｡

･運動会などのイベントに出る人が減っ

て寂しさを感じる｡

･病院が近くにない｡

･老人ばかりになって老老介護になりそ

うな家庭が多くて心配｡

･若い人たちが市外へ出て行く｡

･子どもの放課後の行き場が少ない｡

･一人暮らし高齢者の見守り体制が難しい｡

･子どもの冬期の通学の不便さ｡

金津小学校区

③ こんなまちだったらいいな

（意見数： 件）

･買物支援があれば良い｡

･今でも十分住みよい｡地域中あいさつ

の声が響けばもっといい｡

･いつもみんなが集まって楽しめる｡

･困り事の助け合いの出来る町｡

･歩いて行ける距離に病院があったらい

いです｡

･若い方がもっとたくさん住む､活気の

ある地区になったらいいな｡

･金津校下に小さな商店 何でも屋 があ

ると便利｡

･老後の不安を感じさせない町｡

･子ども達が多くにぎやかな町｡

･福祉巡回バスが毎日あればよいのにな｡

･障がい者に働く場所を｡

④私 私たち にできること

（意見数： 件）

･どなたにも声かけしていきたい｡

･子どもからお年寄りまで近所の人との

あいさつ｡

･集落 地域 の行事に出来るだけ参加したい｡

･地域のために出来る事に協力をする｡

･お一人暮らしの方を訪ねてお話を聞い

たりしてあげたい｡

･趣味を活かした集り｡

･ボランティア活動への参加｡

･自分たちでできるリサイクル｡

･みんなでゴミ拾いや草刈り｡

･子どもの通学時の見守り｡

･小学校への支援｡
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資料６

（概要版）

かほく市地域福祉計画

２０１２（平成２４）年４月～２０１８（平成３０）年３月

石川県かほく市
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Ⅰ 地域福祉計画の目的と位置づけ

近年の厳しい経済情勢の下、急増した非正規労働者・生活困窮者、ニートと

呼ばれる若年無業者、そして一段と進む少子高齢化、ひとり親家庭の増加、い

じめや家庭内における虐待、孤独死の増加など、わたしたちを取りまく環境は

一段と厳しい状況となっています。

また、予期せぬ災害の発生により、生活の基礎となる行政サービスさえ寸断

され、地域が孤立しながらも、人々が懸命に助けあい命をつなぐことで、地域

が復興に向けて歩んでいく様をわたしたちは目の当たりにしました。

このような中で、安心して暮らせる地域社会をつくり上げていくためには、

法制度による支援と行政サービスだけでは不十分であり、住民一人ひとりによ

る支えあいと助けあい、すなわち地域の支えあい体制づくりが不可欠となりま

す。

地域福祉計画は、かほく市の各種計画に基づく施策に、「住民参加・連携・交

流」の分野の事業展開をはかり、地域において総合的に各計画・事業を推進す

るための理念を示し、住民一人ひとりによる支えあいと助けあいを高めるため

の施策について提示するものです。
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Ⅱ 地域福祉計画の基本構想

■基本理念

「おたがいさまの心でつなぎ、みんなで支えあうまち かほく」

かほく市地域福祉計画では、地域住民が本来 まもり・はぐくみ・つたえて

きた「きずな・おもいやり・やさしさ」＝『支えあい』をキーとして、生活の

中で直面する「ちょっとした困りごと」や、そのために生活に生じる不便を、

お隣さん同士が、お互いの思いや願いに気づきあい、毎日の生活を支えあえる

地域づくりを目指して、基本理念を定めました。

■基本目標

◆お互いを思いやり、みんなで見守るまち

・・・ここでの「まち」は、隣近所です

◆みんなが参加し、支えあうまち

・・ここでの「まち」は、町会・区です

◆安心して暮らせるまち

・・ここでの「まち」は、かほく市全域です
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■地域福祉計画の体系

基本目標 基本施策 とりくみ 
お
互
い
を
思
い

や
り
、
み
ん
な

で
見
守
る
ま
ち

一人ひとりを尊重し理解

しあう気持ちを育てる 
・あらゆる機会を通じた福祉教育を推進

します 

隣近所とのつながりを深

める 
・地域住民が互いに認めあい、支えあう

意識を育みます 

み
ん
な
が
参
加
し
、
支
え
あ
う
ま
ち

地域での交流を進める 
・世代間交流を促進します 
・地域間交流を促進します 

身近な地域活動を充実す

る 
・町内会活動を活発化します 
・地域活動団体の活動を支援します 

ボランティア 活動等を広

める 
・ボランティア活動を支援します 
・ボランティアの育成を進めます 

地域福祉活動を担う人を

育てる 

・学校における福祉教育を支援します 
・福祉に関する学習機会を提供します 
・健康づくりを促す機会を提供します 

安
心
し
て
暮
ら
せ
る
ま
ち

誰もが利用しやすい施設

にする 

・地域活動の拠点施設を整備します 
・公共施設等におけるバリアフリー化を

進めます 
情報提供・相談支援の体制

をつくる 
・情報提供を充実します 
・相談支援体制を整備します 

安心して生活できる環境

を整える 
・各種福祉サービスを充実します 
・就労支援を充実します 

支援が必要な人を見守る 

・地域住民による見守りネットワーク 
づくりを進めます 
・虐待防止対策を推進します 
・権利擁護を進めます 

緊急・災害時の助け合いの

体制をつくる 

・自主防災組織活動を促進します 
・要援護者対策を推進します 
・緊急・災害時対策を進めます 

計画の進行管理・評価・計画の見直し 
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Ⅲ 施策の推進と方向性

■計画の推進体制

地域福祉計画を推進するためには、市民一人ひとりを核とした地域全体の取

り組みが大切です。

このため地域福祉計画の推進にあたっては、策定の目的や基本構想について、

地域の一人ひとりの理解を深めるため、広報誌やホ－ムページへの掲載など、

あらゆる機会を通じて、公表・周知に努めていきます。

■市民の役割

わたしたち市民は、自らの地域のことを知り、地域の一員としてのかかわり

あいを持ちながら、お互いを認め合うことが必要です。

一方的に若い人が高齢者を支えたり、健常な人が障がいのある人を見守るの

でなく、お互いさまの心で支えあい見守りあうことが肝要です。

また、自らが地域福祉の担い手であることを理解して、地域活動、各種行事

へ自主的に参加することにより、地域で抱えている問題を自らの問題として投

げかけ、受け止め、一人ひとりがすぐにでも取り組めることを具体的に考え、

見守りやちょっとしたお手伝いなど、活動につなげる第一歩を踏み出すことが

求められます。

■社会福祉事業者の役割

社会福祉事業者は、社会福祉事業の中心的な役割を果たすだけでなく、サー

ビスの提供者として、利用者本位のサービス提供に取り組むとともに、複雑・

多様化する福祉ニーズに対応したきめ細やかなサービスの提供に努め地域にお

ける重要な社会資源として、福祉サービスの情報提供や質の確保だけでなく、

地域の一員として、地域行事への参加や施設の開放などを通じて、地域と積極

的に関わる中で、事業所が持つ知識や技術が地域に還元されるよう努めること

が求められています。

また、施設サービス利用者の中には自宅やグループホームと施設の中だけに

閉じこもり、「施設のサービスを受けているから、近所の助けは必要ない」とい

った考えから、積極的には地域に交わろうとしないといった声も聞かれます。

社会福祉事業者は、サービスの提供者としてだけでなく、利用者と地域社会を

つなぐ重要な役割も求められています。
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■ボランティアや地域活動団体の役割

ボランティアや地域活動団体は、地域の特定の課題や目的などに対して関心

のある市民が主体的に集まって活動している組織です。 
しかし多様化するライフスタイルと広域化する生活圏域から、このような特

定の課題や目的に対して主体的に集まる地域活動団体を組織すること自体が困

難な時代になりつつあります。 
さらにボランティアは、複雑化する地域のニーズに対応するために、研修等

で知識を深めることが必要になってきており、また、単発的な活動に加えて、

継続的な活動も求められてきています。 
ボランティアや地域活動団体は、地域における市民の課題を活動に取り入れ、

その活動の目的を市民に伝え、地域における課題の共有を市民に求め、より多

くの市民の参加により、福祉に対する意識を高め、活動していくことが求めら

れています。 

■町会や区の役割

地域自治組織の町会や区は、地域住民の自主的な意思による総意に基づき、

地域を快適で住みよくするための団体であり、コミュニティづくりの中心的な

担い手です。 
そして、地域の人びとがふれあい、話しあう場です。他人まかせでなくお互

いが協力しあい、さまざまな活動に参加し、自分のできることや得意なことを

通じて、楽しさや心のふれあいを発見する地域住民の親睦と連帯の場です。 
このことから、町会や区は、地域住民の一人ひとりがもつ地域の福祉課題を

最も身近な組織として把握し、地域課題の発見と解決の場として地域福祉の中

核を担います。地域に暮らす豊富な人材や、経験者、地域内団体間の連携・協

力により、地域福祉の課題を洗い出し、社会福祉協議会や行政へ提言し、民生

委員児童委員やボランティア、地域活動団体などの多くの団体と連携を図り見

守りや、支えあいの橋渡しとなります。 
また、災害時にそなえて、自主的な防災活動を展開し民生委員児童委員とと

もに要援護者の支援体制を整える等、その防災活動の組織化が重要となってき

ています。 
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■社会福祉協議会の役割

地域福祉の推進主体として、地域福祉活動への住民参加の促進や、行政と連

携し、関係機関との調整や協力関係をつくる役割などを担います。市民の自発

的な活動の支援やボランティア・人材の育成、各種団体や事業所などの社会資

源のネットワーク化、福祉学習の推進など、様々な取り組みを展開します。

社会福祉協議会は、地域福祉計画の根拠法である社会福祉法において、地域

福祉の推進を図る中核として位置づけられ、市民、民生委員児童委員、社会福

祉施設等の関係者や保健・医療・教育など関係機関の参加・協力のもと、地域

福祉を推進していくことを使命とし、誰もが安心して暮らせる福祉のまちづく

りを推進するための組織です。

そのため、行政と協働して本計画の推進役を担うとともに、今後、誰がどの

ように取り組みを進めていくかを協議したり、地域の役割として盛り込まれた

取り組みについて、関係機関と意見交換等を行い、地域福祉推進の先導役を果

たすことが求められています。

■行政の役割

市民福祉の向上に責任を負う主体として、様々な施策を効率的・効果的、か

つ総合的に推進し、公的な福祉サービスを適切に運営する役割を担います。

また、市民や関係団体、事業所、社会福祉協議会の活動を支援し、地域福祉

を推進するための基盤整備を進めるとともに、地域では解決できない福祉課題

に対応し、必要に応じた福祉サービスを提供します。

行政は、地域住民や関係団体等の自主的な取り組みを様々な形で支援するた

め、町会・区、市社会福祉協議会、民生委員児童委員、社会福祉事業者、当事

者団体、ボランティア団体等の関係機関・団体の役割を踏まえながら、相互に

連携・協力を図り、地域の福祉活動を促進させるための支援を行っていきます。
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■それぞれのとりくみ

と り く み
市

民

事
業
者

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体

地
域
団
体

町
会
・
区

社

協
市

あらゆる機会を通じた福祉教育を推進します ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

◎ ◎

地域住民が互いに認めあい、支えあう意識を育みます ◎ ◎

世代間交流を促進します ◎ ◎ ◎

地域間交流を促進します ◎ ◎ ◎

町内会活動を活発化します ◎ ◎ ◎

地域活動団体の活動を支援します ◎ ◎

ボランティア活動を支援します ◎ ◎

ボランティアの育成を進めます ◎ ◎

学校における福祉教育を支援します ◎ ◎ ◎

福祉に関する学習機会を提供します ◎ ◎ ◎

健康づくりを促す機会を提供します ◎ ◎ ◎

地域活動の拠点施設を整備します

公共施設等におけるバリアフリー化を進めます

情報提供を充実します ◎ ◎ ◎

相談支援体制を整備します ◎ ◎

各種福祉サービスを充実します ◎ ◎

就労支援を充実します ◎

地域住民による見守りネットワークづくりを進めます ◎ ◎ ◎

虐待防止対策を推進します ◎ ◎

権利擁護を進めます ◎

自主防災組織活動を促進します ◎ ◎

要援護者対策を推進します ◎

緊急・災害時対策を進めます ◎ ◎
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かほく市地域福祉計画

資 料 編

資料７
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資料４

かほく市の「地域福祉計画」づくりの市民アンケート調査

・調査対象者 かほく市在住の２０歳以上の在宅の市民を無作為に抽出

・調査方法 郵送による配布・回収（返信用封筒を同封）

・調査期間 平成２３年１２月７日～２７日

・調査の概要 （単位：人）

男性 女性 20 代 30 代 40 代 50 代 60 代 70 代 80 代

母集団 13382 14769 3358 4806 4536 4085 5510 3562 2294

抽出数 234 251 59 85 80 72 93 62 34
回答数 106 147 18 43 35 38 63 41 17
抽出率 1.7% 1.7% 1.8% 1.8% 1.8% 1.8% 1.7% 1.7% 1.5%
回答率 45% 59% 31% 51% 44% 53% 68% 66% 50%

◆抽出数 ４８５人 回答数 ２５７人（回答率 53％）

◆調査対象者の抽出について

・施設入所者を除外したため高齢者の抽出率が低いが、ほぼ均一に抽出されている。

◆回答者の傾向について

・女性の回答率が高い ・60 代、70 代の回答率が高い

・20 代の回答率が低い ・小学校区ごとの回答率の差異はない

※回答数から得られる本調査の統計的な標本誤差

一般的な 95％信頼水準調査として、回答結果が 50％の場合で 44～56％の誤差範

囲です。
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資料８

自治会・地域組織・福
祉団体の取り組み

社会福祉協議会の取り
組み

★

自分から積極的な
あいさつ・声かけ
からはじめて、コ
ミュニケーション
を深めましょう

・一人でも多くの人に自分
からあいさつ・声かけをし
ましょう
・コミュニケーションを深
めるために自分から話しか
けましょう

・地域全体であいさつ
に取り組む意欲を高め
ましょう

・あいさつ運動に協力
します

●

近所で発見した困
りごとを解決につ
なげる橋渡しをし
てあげましょう

・困りごとの解決をみんな
で考えましょう
・解決が難しい困りごとを
専門の相談窓口へ橋渡しし
てあげましょう

・地域住民と地域組
織、民生委員児童委員
などが連携した見守り
活動を推進しましょう

・公的サービスを周知
します
・身近な相談窓口とし
て機能を強化します
・困りごと解決に向け
た支援を充実します

地域での交流を
進める

・世代間交流を促進し
ます
・地域間交流を促進し
ます

● ●

地域行事や団体活
動などの積極的な
参加でつながりを
深めましょう

・地域行事や団体活動に積
極的に参加して、いろんな
人とつながりましょう
・みんなで誘いあって地域
行事に参加しましょう

・さまざまな方法で地
域行事の積極的な周知
に努めましょう
・住民が参加しやすい
地域行事や活動の工夫
を考えてみましょう
・異なる世代、他団体
との交流でつながりを
深めましょう

・ボランティア情報を
発信します
・さまざまな工夫につ
いて地域と一緒に考え
ます

身近な地域活動
を充実する

・町内会活動を活発化
します
・地域活動団体の活動
を支援します

● ●

住民の交流のため
の集いの場をつく
りましょう

・交流の機会をつくりま
しょう

・世代間交流の機会を
つくりましょう
・地域で交流の場の立
ち上げをすすめましょ
う

・世代間交流事業の開
催を支援します
・交流の場づくりに対
して支援します

ボランティア活
動等を広める

・ボランティア活動を
支援します
・ボランティアの育成
を進めます

● ●

自分の地域の困り
ごとに気づく場を
つくりましょう

・地域の困りごとに気づ
き、みんなで話しあえる雰
囲気づくりに努めましょう

・地域住民の多くに共
通する困りごとを共有
する場を設けましょう

・住民座談会を開催し
ます
・福祉への関心･意識
の向上をすすめます

地域福祉活動を
担う人を育てる

・学校における福祉教
育を進めます
・福祉に関する学習機
会を提供します
・健康づくりを促す機
会を提供します

● ●

地域の困りごとを
身近な課題として
話しあう場を持ち
ましょう

・地域の課題を協議する場
へ積極的に参加しましょう

・地域住民と専門職・
機関が一体となって課
題の解決に向けて協議
する場を設けましょう

・地域の課題解決に向
けた協議の場を設けま
す
・地域で助けあう・支
えあうためのボラン
ティアを養成します

地域全体で支えあ
いの輪を広げま
しょう

●

●

●

●

地域福祉計画と地域福祉活動計画の相関図

・困りごとなどを共有
したり、解決のための
ヒントを探す場を設け
ましょう

・各種福祉サービスを
充実します
・就労支援を充実しま
す

・災害の備えをし
ましょう

地域で自立した生
活が送れるよう支
援が必要な人を見
守りましょう

・支援が必要と思われ
る人を把握しましょう
・地域住民による見守
りネットワークづくり
をすすめましょう

・新たな公的サービス
を提案しましょう

●

・福祉関連情報を提供
します

住民の取り組みに対する協力・支援の体制

お
お
む
ね

日
常
生
活
圏
域

か
ほ
く
市
全
域

・地域に密着したきめ
細かなサービスを展開
します
・福祉サービスの向上
と開発、権利擁護機能
を強化します
・個別に支援体制をつ
くります

誰もが利用しや
すい施設にする

・情報提供を充実しま
す
・相談支援体制を整備
します

情報提供・相談
支援の体制をつ
くる

安心して生活で
きる環境を整え
る

支援が必要な人
を見守る

・地域活動の拠点施設
を整備します
・公共施設等における
バリアフリー化を進め
ます

・地域住民による見守
りネットワークづくり
を進めます
・虐待防止対策を推進
します
・権利擁護を進めます

安
心
し
て
暮
ら
せ
る
ま
ち

・自主防災組織活動を
促進します
・要援護者対策を推進
します
・緊急・災害時対策を
進めます

緊急・災害時の
助け合いの体制
をつくる

お
た
が
い
さ
ま
の
心
で
つ
な
ぎ
、

み
ん
な
で
支
え
あ
う
ま
ち

・気にかかる人を見守りま
しょう
・支援が必要な人を見守り
ましょう
・日常生活の異変に気づい
たら知らせましょう

・災害時に安否確認、助け
あいができるように隣近所
と関わりをもちましょう
・災害に関する講習に参加
しましょう
・災害時の備えをしましょ
う

・共通する目的・課題を
持った団体に積極的な参加
をしましょう
・地域で支えあうしくみに
みんなが参加しましょう

・共に助けあえる関係づく
りを強めていきましょう

●

・地域住民が互いに認
めあい、支えあう意識
を育みます

お
互
い
を
思
い
や
り
、

み
ん
な
で
見
守
る
ま
ち

み
ん
な
が
参
加
し
、

支
え
あ
う
ま
ち

・今までの公的なサー
ビスでは対応できない
課題の解決に取り組み
ます

・ボランティア活動を
支援していきます
・さまざまな交流事業
を開発します
・地域に必要な講座・
研修会を開催します

●

●

●

●

・さまざまな団体との
連携を強化しましょう
・他団体との新たなつ
ながりをつくりましょ
う

・災害時の対応につい
て話しあいましょう
・自主防災組織が中心
となり地域全体で災害
に関する訓練や講習を
行いましょう
・災害時に助けを必要
とする人を把握し、緊
急時の対応を考えま
しょう

・災害時に迅速な安否
確認ができる体制を整
えます
・災害ボランティアセ
ンターを機能させるた
めに自治会、団体など
と連携します

市全体で取り組む
べき課題への対策
をみんなで考えま
しょう

お
お
む
ね

地
域
活
動
圏
域

町
会
・
区

・日ごろのご近所づきあい
から困りごとを発見しま
しょう
・ちょっとした頼みごと･頼
まれごとが気軽にできる関
係づくりを目指しましょう

近所でちょっとし
た困りごとを発見
して、できる範囲
で手助けしましょ
う

お
お
む
ね

隣
近
所

一人ひとりを尊
重し理解しあう
気持ちを育てる

・あらゆる機会を通じ
た福祉教育を推進しま
す

隣近所とのつな
がりを深める

●

【地域福祉計画】 【地域福祉活動計画】

関　連
基本
理念

基本
目標

対象
圏域 住民の取り組み目指す方向性とりくみ基本施策
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